
令和７年(2025 年)１０月１７日  

 

 報道機関各位 

 

尾札部道路建設促進地域協議会事務局   

 

尾札部道路建設促進地域協議会要望活動にかかる取材依頼 

について 

 

 このことについて，下記により開催しますので，取材についてよろしく

お願いいたします。 

 

記 

 

１．日  時  令和７年１０月２７日(月)１０時００分～１０時３０分 

２．場  所  北海道開発局函館開発建設部 ４階 災害対策室 

        （函館市大川町１番２７号） 

３．主 催 者  尾札部道路建設促進地域協議会 

４．内  容  国道２７８号尾札部道路の整備促進について 

５．添付資料  尾札部道路建設促進地域協議会運営要領 

６．そ の 他  撮影は要望書手交時まで可能です。懇談時は退出いただ

きます。 

        当日，取材を希望される方は，下記担当までお知らせ下

さい。 

 

＜担当＞ 

 函館市新外環状道路整備推進室 

 TEL：２１－３４２７ 

担当：大久保，大磯 

 



尾札部道路建設促進地域協議会 運営要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は，函館広域幹線道路整備促進期成会規約第８条の規定に基づき設置する尾札

部道路建設促進地域協議会（以下「地域協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（所掌事項） 

第２条 地域協議会は，函館市南茅部支所管内における一般国道２７８号尾札部道路の整備に関

する情報収集や啓発活動について協議するものとする。 

（構成） 

第３条 地域協議会は，別表に掲げる者を持って構成する。 

（会長） 

第４条 地域協議会に会長を置き，会議において選任する。 

２ 会長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，会長が欠けた場合における任期は，前任者

の残任期間とする。 

３ 会長は地域協議会を代表し会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは，会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 地域協議会の会議は，会長が招集する。 

２ 会長は，協議のため必要とあると認めるときは，会議に関係者の出席を求め，その意見を聞く

ことができる。 

   附 則 

 この要領は，平成１７年１２月２２日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１８年４月１日から施行する。 
 

別表（第３条関係） 

 古部町内会  会 長  安浦町内会  会 長  南かやべ漁業協同組合  理 事 

 木直町内会  会 長  臼尻町内会  会 長  函館東商工会  会 長 

 尾札部町内会  会 長  大船町内会  会 長  函館市南茅部支所  支所長 

 川汲町内会  会 長  磯谷町内会  会 長 

 

 

尾札部道路建設促進地域協議会 名簿 

 

団 体 名 職 名 氏 名 備 考 

古部町内会 会  長 齊 藤 恒 一  

木直町内会 会  長 折 田 牧 夫  

尾札部町内会 会  長 熊 谷 儀 一 協議会会長 

川汲町内会 会  長 坂 本 孝 雄  

安浦町内会 会  長 小山下 行 雄  

臼尻町内会 会  長 西 田 俊 一  

大船町内会 会  長 佐々木 孝比古  

磯谷町内会 会  長 能 戸 正 人  

南かやべ漁業協同組合 専務理事 高 橋 章 宏  

函館東商工会 会  長 横 手 義 信  

函館市南茅部支所 支 所 長 川 口   洋  


